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岩手県国民健康保険運営協議会委員 各位 

 

岩手県保健福祉部健康国保課総括課長  

 

 

令和２年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率について 

 県の保健福祉行政の推進につきましては、日頃、格別の御理解と御協力をいただき厚く

御礼申し上げます。 

令和２年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率について、別添のとおり決定

し、１月 31 日付けで県内市町村に対して通知するとともに、県のホームページで公表

したのでお知らせします。 

記 

１ 令和２年度の納付金等の算定方針（国民健康保険運営協議会の答申） 

岩手県国民健康保険運営方針に定める方式による算定を基本とし、1 人当たり保

険税額が平成 28 年度比で一定率を上回る市町村に激変緩和措置を講ずるとともに、

平成 30年度決算剰余金（2.2 億円余）を活用し、納付金を減算するほか、年度間の

平準化を図る観点から必要な措置を講ずる。 

 

２ 国民健康保険事業費納付金等の算定結果の概要 

(1) 納付金額 

 県全体の納付金総額は約 312.2億円 

 ※市町村ごとの納付金額は、別添資料のとおり。 

(2) 激変緩和措置 

本来の保険税負担額との乖離を徐々に縮小させる一定割合を設定し、これを上回る

市町村に激変緩和措置を講ずる。 

ア 一定割合 

 自然増分（6.39％）＋α（1.56％）＝7.95％ 

イ 対象市町村 

 11 市町村（大船渡市、奥州市、花巻市、遠野市、釜石市、八幡平市、滝沢市、 

紫波町、矢巾町、普代村、野田村） 

ウ 財源 

 ・国公費     273,061,000円 

 ・基金       51,392,000円 

 ・県 2 号繰入金  211,435,399円 

  合計      535,888,399円 

 

 

資料２ 

 



(3) 年度間の平準化を図るための措置 

ア 過年度分決算剰余金 

平成 30 年度の決算剰余金（2.2億円余）を活用し、納付金を減算する。 

イ 前期高齢者交付金の過年度精算分 

 平成 30 年度の精算額 13.7 億円余については、次年度の交付金収入の反動減に伴

う各市町村の納付金負担の増加を抑制し、年度間の平準化を図るため、その２分の

１の額（6.8 億円余）を留保する。 

 

【担当：国保担当 外舘 電話：019-629-5479】  



6.48 % 37,817 円 2.45 % 14,060 円 2.07 % 15,214 円

1 盛岡市 6,723,621,549 円 7.11 % 29,346 円 20,408 円 2.51 % 10,222 円 7,109 円 2.07 % 10,827 円 5,471 円

2 宮古市 1,544,826,551 円 6.37 % 26,293 円 18,285 円 2.48 % 10,108 円 7,029 円 2.09 % 10,965 円 5,541 円

3 大船渡市 1,006,092,280 円 6.56 % 27,076 円 18,829 円 2.33 % 9,482 円 6,594 円 1.95 % 10,194 円 5,151 円

4 奥州市 2,691,843,917 円 5.88 % 24,246 円 16,861 円 2.47 % 10,074 円 7,006 円 2.08 % 10,884 円 5,499 円

5 花巻市 2,037,267,864 円 6.04 % 24,920 円 17,330 円 2.31 % 9,414 円 6,547 円 1.97 % 10,308 円 5,208 円

6 北上市 1,901,016,506 円 6.52 % 26,901 円 18,708 円 2.56 % 10,418 円 7,245 円 1.88 % 9,856 円 4,980 円

7 久慈市 1,066,816,290 円 5.58 % 22,999 円 15,994 円 2.55 % 10,409 円 7,239 円 2.18 % 11,447 円 5,784 円

8 遠野市 726,341,249 円 6.36 % 26,218 円 18,233 円 1.96 % 7,997 円 5,561 円 1.76 % 9,207 円 4,652 円

9 一関市 2,885,043,766 円 6.04 % 24,903 円 17,318 円 2.46 % 10,020 円 6,968 円 2.08 % 10,888 円 5,502 円

10 陸前高田市 579,834,864 円 7.50 % 30,931 円 21,510 円 2.47 % 10,062 円 6,997 円 2.16 % 11,319 円 5,719 円

11 釜石市 824,431,760 円 6.15 % 25,351 円 17,630 円 1.91 % 7,765 円 5,400 円 1.85 % 9,694 円 4,898 円

12 二戸市 733,418,674 円 5.46 % 22,510 円 15,654 円 2.48 % 10,087 円 7,014 円 2.01 % 10,528 円 5,320 円

13 八幡平市 815,179,456 円 7.08 % 29,210 円 20,314 円 2.36 % 9,633 円 6,699 円 1.97 % 10,300 円 5,204 円

14 滝沢市 1,220,135,092 円 6.94 % 28,647 円 19,922 円 2.27 % 9,232 円 6,420 円 1.93 % 10,126 円 5,116 円

15 雫石町 483,111,860 円 6.90 % 28,453 円 19,787 円 2.51 % 10,230 円 7,114 円 2.17 % 11,362 円 5,741 円

16 葛巻町 248,284,678 円 5.48 % 22,624 円 15,733 円 2.51 % 10,227 円 7,112 円 2.14 % 11,229 円 5,674 円

17 岩手町 450,923,100 円 5.64 % 23,262 円 16,177 円 2.55 % 10,399 円 7,232 円 2.17 % 11,348 円 5,734 円

18 紫波町 751,167,547 円 6.96 % 28,708 円 19,964 円 2.12 % 8,620 円 5,995 円 1.86 % 9,744 円 4,923 円

19 矢巾町 607,114,419 円 7.28 % 30,011 円 20,870 円 1.99 % 8,095 円 5,629 円 1.75 % 9,194 円 4,645 円

20 西和賀町 123,264,032 円 6.63 % 27,332 円 19,008 円 2.44 % 9,931 円 6,906 円 2.12 % 11,093 円 5,605 円

21 金ケ崎町 325,739,739 円 5.61 % 23,152 円 16,101 円 2.53 % 10,295 円 7,159 円 2.15 % 11,245 円 5,682 円

22 平泉町 187,676,577 円 5.50 % 22,688 円 15,778 円 2.39 % 9,751 円 6,781 円 1.92 % 10,073 円 5,090 円

23 住田町 157,004,460 円 5.60 % 23,110 円 16,071 円 2.38 % 9,718 円 6,758 円 2.09 % 10,929 円 5,522 円

24 大槌町 377,058,341 円 7.45 % 30,715 円 21,360 円 2.38 % 9,709 円 6,752 円 2.07 % 10,837 円 5,476 円

25 山田町 563,047,375 円 6.86 % 28,294 円 19,677 円 2.51 % 10,210 円 7,101 円 2.11 % 11,049 円 5,583 円

26 岩泉町 277,003,452 円 3.64 % 15,025 円 10,449 円 2.52 % 10,273 円 7,144 円 2.08 % 10,908 円 5,512 円

27 田野畑村 139,493,374 円 6.38 % 26,313 円 18,298 円 2.49 % 10,147 円 7,056 円 2.14 % 11,189 円 5,653 円

28 普代村 129,364,915 円 5.68 % 23,439 円 16,300 円 2.38 % 9,713 円 6,755 円 2.07 % 10,847 円 5,481 円

29 軽米町 306,051,157 円 5.80 % 23,916 円 16,632 円 2.50 % 10,193 円 7,088 円 2.16 % 11,294 円 5,706 円

30 洋野町 625,718,438 円 5.94 % 24,498 円 17,037 円 2.43 % 9,885 円 6,874 円 2.19 % 11,483 円 5,802 円

31 野田村 156,610,506 円 6.10 % 25,173 円 17,506 円 2.38 % 9,704 円 6,749 円 2.03 % 10,616 円 5,364 円

32 九戸村 175,330,597 円 5.38 % 22,197 円 15,437 円 2.46 % 10,023 円 6,970 円 2.16 % 11,297 円 5,708 円

33 一戸町 382,595,983 円 5.73 % 23,656 円 16,451 円 2.55 % 10,400 円 7,232 円 2.10 % 11,007 円 5,561 円

31,222,430,368 円

令和２年度納付金額及び標準保険料率算定結果一覧

都道府県標準保険料率

医療分 後期高齢者支援金分 介護分

均等割額

No 市町村名 納付金額

市町村標準保険料率

医療分 後期高齢者支援金分 介護分

所得割率 均等割額

所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率

平等割額所得割率 均等割額

合　　　　計

平等割額 所得割率 均等割額 平等割額

【納付金額】 

 県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する費用（市町村に対す

る保険給付費等交付金等）に充てるた

め、市町村が県に納付する国民健康保

険事業費納付金の金額。 

【都道府県標準保険料率】 

 全国統一の算定基準による当該都道府県の

保険料の標準的な水準を表す。 

 所得割と均等割の２方式により算定。 

【市町村標準保険料率】 

 県内統一の算定基準による市町村ごとの

保険料率の標準的な水準を表す。 

 所得割、均等割及び平等割の３方式によ

り算定。 

注） 標準保険料率は、保険税の賦課限度額を考慮していないこと、また、保険税率はそれぞれの実情を踏まえて市町村が決定するものである 

   ことから、実際の保険税率とは一致しないことがあります。 



【参考資料】

保険税額
増減額

（C)
増減割合

（D)
激変緩和
措置額

増減額
（F)

増減割合
（G)

（A) （B) （Ｂ)－（Ａ) （Ｂ)／（Ａ) （総額） （E)－（Ａ) （E)／（Ａ)

円 円 円 円 ％ 円 円 円 ％

1 盛岡市 6,723,621,549 97,191 104,336 7,145 107.35 104,336 7,145 107.35

2 宮古市 1,544,826,551 99,683 102,457 2,774 102.78 102,457 2,774 102.78

3 大船渡市 1,006,092,280 97,346 115,128 17,782 118.27 82,951,407 105,085 7,739 107.95

4 奥州市 2,691,843,917 87,506 98,525 11,019 112.59 96,078,798 94,463 6,957 107.95

5 花巻市 2,037,267,864 85,424 94,511 9,087 110.64 42,018,305 92,216 6,792 107.95

6 北上市 1,901,016,506 94,493 97,844 3,351 103.55 97,844 3,351 103.55

7 久慈市 1,066,816,290 104,598 100,041 ▲ 4,557 95.64 100,041 ▲ 4,557 95.64

8 遠野市 726,341,249 84,012 99,392 15,380 118.31 53,013,633 90,690 6,678 107.95

9 一関市 2,885,043,766 90,994 92,896 1,902 102.09 92,896 1,902 102.09

10 陸前高田市 579,834,864 113,135 119,629 6,494 105.74 119,629 6,494 105.74

11 釜石市 824,431,760 81,527 102,658 21,131 125.92 107,297,740 88,008 6,481 107.95

12 二戸市 733,418,674 95,644 88,572 ▲ 7,072 92.61 88,572 ▲ 7,072 92.61

13 八幡平市 815,179,456 101,661 111,843 10,182 110.02 12,787,717 109,744 8,083 107.95

14 滝沢市 1,220,135,092 98,661 110,762 12,101 112.27 42,773,483 106,505 7,844 107.95

15 雫石町 483,111,860 128,558 111,488 ▲ 17,070 86.72 111,488 ▲ 17,070 86.72

16 葛巻町 248,284,678 110,903 106,309 ▲ 4,594 95.86 106,309 ▲ 4,594 95.86

17 岩手町 450,923,100 125,160 101,739 ▲ 23,421 81.29 101,739 ▲ 23,421 81.29

18 紫波町 751,167,547 89,008 102,819 13,811 115.52 44,157,299 96,084 7,076 107.95

19 矢巾町 607,114,419 98,802 116,264 17,462 117.67 48,908,113 106,657 7,855 107.95

20 西和賀町 123,264,032 109,852 102,636 ▲ 7,216 93.43 102,636 ▲ 7,216 93.43

21 金ケ崎町 325,739,739 96,438 89,212 ▲ 7,226 92.51 89,212 ▲ 7,226 92.51

22 平泉町 187,676,577 92,638 89,497 ▲ 3,141 96.61 89,497 ▲ 3,141 96.61

23 住田町 157,004,460 119,540 93,687 ▲ 25,853 78.37 93,687 ▲ 25,853 78.37

24 大槌町 377,058,341 109,843 105,181 ▲ 4,662 95.76 105,181 ▲ 4,662 95.76

25 山田町 563,047,375 110,097 108,251 ▲ 1,846 98.32 108,251 ▲ 1,846 98.32

26 岩泉町 277,003,452 103,111 71,771 ▲ 31,340 69.61 71,771 ▲ 31,340 69.61

27 田野畑村 139,493,374 126,103 108,540 ▲ 17,563 86.07 108,540 ▲ 17,563 86.07

28 普代村 129,364,915 109,845 121,749 11,904 110.84 2,634,669 118,578 8,733 107.95

29 軽米町 306,051,157 93,362 98,957 5,595 105.99 98,957 5,595 105.99

30 洋野町 625,718,438 125,934 104,955 ▲ 20,979 83.34 104,955 ▲ 20,979 83.34

31 野田村 156,610,506 107,895 119,413 11,518 110.68 3,267,235 116,472 8,577 107.95

32 九戸村 175,330,597 101,713 92,134 ▲ 9,579 90.58 92,134 ▲ 9,579 90.58

33 一戸町 382,595,983 111,296 99,284 ▲ 12,012 89.21 99,284 ▲ 12,012 89.21

県全体 31,222,430,368 97,013 101,513 4,500 104.64 535,888,399 99,419 2,406 102.48

激変緩和
措置後

保険税額
（E)

令和２年度算定結果と平成28年度保険税との比較

№ 保険者名

激変緩和措置前 激変緩和措置後令和２年度
納付金額

令和２年度被保険者1人当たり保険税額（平成28年度との比較）

平成28年度
保険税額

【留意事項】 

１ 網掛けの市町村は、激変緩和の対象となる市町村です。 

２ 令和２年度における実際の保険税額は、県が示す標準保険料率を参考として、各市町村が決定するものであることから、算定 

 結果が実際の保険税額となるものではありません。 

３ 現在、市町村によっては、一般会計から国保特別会計への繰入、市町村が積み立てた財政調整基金の取崩しなどにより、保険 

 税の増加を抑制している場合がありますが、上記の1人当たり保険税額は、そのような保険税の増加抑制を考慮しない税額で 

   比較しています。 

４ したがって、平成28年度に保険税の増加を抑制している市町村においては、令和２年度算定結果の増減額欄が減額となってい 

 ても、実際の保険税額は減額とならない場合があります。 

 


